
令和8年度大分県総合型クラブ連絡協議会
地域展開整備支援事業　実施要項

	１　目的
	　総合型地域スポーツクラブが、中学校の部活動地域展開に係る受け皿となるための支援をすることにより、総合型地域スポーツクラブの一層の普及・振興を図る。

	２　実施団体
	（公財）大分県スポーツ協会大分県総合型クラブ連絡協議会


	３　実施期間
	2026年4月1日～2027年3月31日
※最大2年間まで申請が可能（ただし、申請手続きは毎年度必要）

	４　対象団体
	令和8年度登録クラブのうち次のいずれかに該当するクラブ（最大７クラブ）
（１）新規に中学校部活動の受け皿となる教室等を立ち上げるクラブ
（２）既存の教室やサークル等に、新たに中学生を受け入れるクラブ
（３）その他目的達成のために、本会が認めたクラブ

	５　補助上限額
　及び対象経費
	1クラブ15万円を上限とし、最大2年間継続して補助するものとする。
次のいずれかに該当するものに係る経費を補助する。
（１）指導者等の謝金
（２）指導に係る備品（耐用年数1年以上かつ10万円以上）や消耗品
（３）その他目的達成のために、本会が認めるもの

	６　手続きの流
　れ
	（１）申告書の提出
　　　5月末日までに、所定の様式１～2（申請書・事業計画書及び予算書）にて予算根拠資料（見積もり等）を添付した上で申請を行う。
（２）交付決定の通知
申請のあったもののうち、本連絡協議会事務局で審査の上、決定する。
（３）概算払い請求（任意）
　　決定通知を受取った後、様式3（概算払請求書）により補助金の請求を行う。
（４）事業実施・事業報告書等の提出
　　事業実施後は、様式4～6（報告書・収支精算書・領収書等）を添付の上、事業完了後1ヵ月以内または、3月31日のいずれか早い方までに提出する。
　　概算払いの場合は、様式５の概算払い請求内訳欄に記入すること。
（５）検査・確定通知
　　提出された報告書等を検査し、補助額の確定を行う。
（６）確定額の支払
　　　確定通知を受け取った後、様式3（精算払請求書）を提出する。

	７　備　考
	（１）様式は、大分県スポーツ協会ホームページからダウンロードして使用すること。
（２）実施計画に大きな変更が生じた場合は、事前に報告すること。



